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「学びに向かう力」を育むために 

校長      

 

 後期がスタートして 1か月程度が経ちました。子供たちは、運動や学習に意欲的に取り組んで

います。先日、千葉市小学校陸上大会に参加した６年生は、自分自身の練習の成果を発揮する

だけでなく、一緒に練習してきた友達を応援したり他校の友達と交流を深めたりと充実した一日

を過ごしました。それは、５年生と共に取り組み、技術だけではなく協力や粘り強さなども身に付

けてきた日々の練習の積み重ねが、もたらしたものだと思います。 

以前の学校だよりでも触れましたが、私たち教員が大切に育みたい力の一つに「非認知能力」

があります。これはテストなどでは数値化しにくい、意欲や協調性、粘り強さや、自己管理力とい

った内面的な力を指します。この力は、子供たちが将来、社会で生き抜いていくための土台とな

ります。日々の学習の中で、時折、授業に集中できない児童の姿が見受けられます。集中力も非

認知能力と深く関わっており、この力が育まれることで、子供たちは自然と授業に集中し、「わか

った」「できた」という喜びを感じ、さらに意欲的に学ぶという好循環が生まれます。 

 さて、学習参観での子供たちの様子はどうだったでしょうか。どの子もお家の人に頑張ってい

る姿を見せようと張り切って学習に臨んでいたように思います。いつも、今日のように集中して取

り組む姿を見せてほしいのですが、日頃は、指導のなかで、「お家の人にその姿を見てもらいます

か」と声を掛け、途端に態度や表情が変化するということもしばしばあります。 

これは裏を返せば、子供たちがご家庭での保護者の方の存在や、学校と家庭との連携を強く

意識している証拠です。ご家庭での関わりや、保護者の皆様の「見ていてくれる」という存在が、

子供たちの行動を律する大切な力となっていることを示しています。非認知能力は、学校での集

団生活はもちろん、ご家庭での日々の生活や地域との関わりの中で、大きく育まれるものです。

ぜひ、今日の参観だけでなく、普段から学校の様子や持ち物等に関心をもっていただければと

思います。連絡帳やノートの字、筆箱の中を見るだけでも、学校の様子はわかります。 

子供たちは、後期の目標に向かってスタートしたばかりです。次年度への準備期間でもありま

す。学校での日々の取組と、ご家庭での温かい見守りや声掛けが連携することで、子供たちの

「学びに向かう力」はさらに大きく伸びます。子供たちは、毎日様々なことに挑戦し、多くの「でき

た」を経験しています。学習から得る知識や友達との関わりで学ぶ協調性など、子供たちの頑張

りや成長の過程を学校とご家庭とで共有し、見守っていきたいと考えます。 

ご多用なことと存じますが、お子さんにとっての最も身近な応援者として、子供の「今」に関心

を寄せていただけたらと思います。今後とも、学校と家庭が手を取り合い、子供たちへの豊かな

成長を支えていければ幸いです。ご協力よろしくお願いいたします。 

教育目標 主体的に学び心豊かでたくましい子供の育成 
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日 曜 行   事 

11/15 土 
特別日課 
学習参観＜弁当持参＞・PTA 大巌寺小まつり 

17 月 
振替休業日 
学校徴収金再振替日 

18 火 特別日課 

19 水 
芸術鑑賞教室＜千葉市消防局音楽隊＞ 
しいの木 特別日課 

21 金 サッカーおとどけ隊＜ジェフ千葉＞ 

24 月 勤労感謝の日 振替休日 

25 火 
５・６年 特設球技クラブ開始＜～１/20＞ 
学校徴収金振替日 

26 水 
なかよし活動 
４年 学区探検 

27 木 避難訓練 

12/2 火 
特別日課 
１年 特別日課 

３ 水 
特別日課 
個人面談 
しいの木 げんきキャンプ 

４ 木 
特別日課 
個人面談 
しいの木 げんきキャンプ 

５ 金 
特別日課 
個人面談 

８ 月 
４～６年 委員会活動 
個人面談＜しいの木＞ 

９ 火 
しいの木・２・５年 口腔衛生指導 
４・５年 書きぞめ〔席書会〕学習 
個人面談＜しいの木＞ 

10 水 個人面談＜しいの木＞ 

11 木 ３・６年 書きぞめ〔席書会〕学習 

12 金 
３年 交流学習 
個人面談＜しいの木＞ 

15 月 
４～６年 クラブ活動＜最終＞ 
学校徴収金再振替日 

19 金 ６年 中学校体験入学(蘇我中) 

22 月 給食最終日  大掃除 

23 火 
特別日課 
冬休み前集会 
学区パトロール＜保護者・地域の皆様、職員＞ 

24 水 
冬季休業＜～１/５＞ 
学校閉庁日＜12/24～１/４＞ 

25 木 学校徴収金振替日 

  校庭開放は１１月６日～２１日になります。５・６年生 

の特設球技クラブの練習や各行事のためになりますので、 

ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

【生活目標】 
本をたくさん読みましょう。 
進んで体をきたえましょう。 

 

【お知らせとお願い】 

〇冬の寒さ・乾燥対策の持ち物について 

校内はエアコンがあるので快適に過ごせ
ますが、登下校の寒さや空気の乾燥による
肌荒れ等の対策を、家庭と学校で共通理解
して学校生活を送れるようにしましょう。 

カイロ 

＜使用〇＞ 

記名をする。 

ポケット等から出さない。登校

後は、ランドセルにしまう。 

捨てるのは自宅。 

ハンドクリーム 

リップクリーム 

＜使用〇＞ 

保護者から連絡帳でお知らせが

あれば可。 

記名（名前シール）する。 

学習時間は使わない。 

友達と貸し借りをしない。 

色・香り付きは乾燥対策から外

れるので不可。 

手袋 耳当て 

ネックウォーマー 

室内では着用しない。 

登校後にランドセルにしまう。 

◎使用方法や上記の内容については、ご家

庭で十分に話し合ってください。  

◎両手が空いた状態で登下校ができるよう

にお願いします。 

 ◎破損および紛失について対応はできませ

ん。必ず記名をしてください。 

◎衛生面・管理面を考慮して、友達と貸し

借りはしません。 
登下校中や休み時間にフードをかぶった

り、ポケットに手を入れたりしたまま歩い
たり活動したりする児童がいます。危険で
すので、家庭でもお声がけください。 
 
〇借りている物が自宅にありませんか？ 

 お子様に貸し出した傘が、すべて学校に
返却されていません。ご自宅に本校の名前
ラベルが付いている傘がありませんか？ 
突然の雨対策に折りたたみ傘を常備（また
は学校に置き傘）しておくと便利です。 

図書室から借りた本や担任から借りた文
房具などはありませんか？友達から借りた
物は返す日を決めていますか？親子で持ち
物を確認して、正しい場所に戻して行きま
しょう。ご協力をお願いします。 
 

〇着任職員の紹介 

10 月 27 日(月)より、学習支援員の先生

が着任しました。よろしくお願いいたしま

す。 

～給食費・学校徴収金の口座振替のお知らせ～ 

 今月 25日（火）は、給食費等の第５期振替日です。前日までに口座残高の確認をお願いします。 

 引き落としができない場合は、12月 15日（月）に再振替を行います。再振替でも引き落としができない

場合は、金融機関等での支払いとなりますのでご注意ください。次回の第６期は、12 月 25 日(木)です。 

（学校給食費に係るお問い合わせ 市保健体育課   電話 ０４３－２４５－５９０９） 

（学校徴収金に係るお問い合わせ 本校 教頭    電話 ０４３－２６３－７９６３） 


